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令和７年６月（第２回）定例会  産業建設委員会委員長報告  

 

ただいま議題となりました議案第 ５５ 号公の施設の区域外設置に関

する協議の件外２件について、付託されました産業建設委員会の審査の

結果及び審査の概要を御報告申し上げます。  

 

まず、審査の結果ですが、議案第５５号から第５７号までの３件につ

いては全会一致をもって、本日お手元の委員会審査報告書に記載のとお

り可決すべきものと決定しました。  

 

次に、審査の概要について申し上げます。  

 

まず、議案第５５号公の施設の区域外設置に関する協議の件です。  

本案は、山陽小野田市が宇部市の区域内に公の施設を設置することに

ついて協議するため、地方自治法第２４４条の３第３項の規定により、

市議会の議決を求めるものです。  

 

本案に対する審査の過程でなされた主な質疑を申し上げますと、  

山陽小野田・楠企業団地内の宇部市の区域に新たに建設される工場への

給水のため、山陽小野田市の上水道施設を宇部市に設置するとのことで

あるが、宇部市の水道管はこの企業団地近辺のどの辺りまで整備されて

いるのかをただしたところ、団地北側の県道交差点付近まで宇部市の配

水管が伸びている。しかし、口径が小さく、本市が小野田・楠企業団地

内で給水するためには 大きい口径の配水管を新たに整備する必要があ

るため、すでに同企業団地内に整備済の山陽小野田市の上水道施設から

工場へ給水する管を設置したいとのことでした。  

 

以上のような質疑がなされた後、採決の結果、冒頭申し上げましたと

おり、本案は全会一致をもって可決すべきものと決定しました。  

 

次に、議案第５６号及び議案第５７号損害賠償の額を定める件の２議

案についてです。  

 

議案第５６号は令和６年２月１３日に 市内明神町の市道において発

生した路線バスによる人身事故について、議案第５７号は令和７年１月
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２２日に山口市小郡明治の市道において発生した路線バスによる人身

事故について、損害賠償の額を定める件として、宇部市交通事業の設置

等に関する条例第７条の規定により、市議会の議決を求めるものです。 

 

議案第５６号 に対する審査の過程でなされた主な質疑を申し上げま

すと、損害賠償額の算出根拠についてただしたところ、宇部市側に全面

的に過失があるため、治療費全額が交通局の負担となり、慰謝料につい

ては、弁護士基準により算定されたとのことでした。  

次に、バス運転士の当日の健康状況及び事故歴についてただしたとこ

ろ、当日の健康状態に問題はなく、事故歴は、勤続１２年間のうち今回

の事故を合わせて５件とのことでした。  

 

次に、議案第５７号に対する審査の過程でなされた主な質疑を申し上

げますと、バス運転士の事故歴についてただしたところ、勤続年数が２

８年１１か月のうち、直近１０年間で５件とのことでした。  

 

また、事故の再発防止策として、これまでの事故防止策に加えて、事

故を起こす可能性の高い運転士を 対象とした事故防止再発予防教育 の

実施、運転士全員を対象とした睡眠時無呼吸症候群検査の実施、連続運

行時間が１時間を超える長大路線や勤務内容の見直しによ る運転士の

労働環境の改善、といった意識面、体調面を重視した対策に重点的に取

り組むという説明がなされました。  

 

以上のような質疑がなされた後、採決の結果、冒頭申し上げましたと

おり、本案は全会一致をもって可決すべきものと決定しました。  

 

 以上が、本委員会における審査の概要です。  

 

よろしく御審議くださるようお願いしまして、産業建設委員会の報告

を終わります。  


